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北海道銀行（頭取 笹原 晶博）では、下記のとおり、外国送金手数料を改定いたします。 
 今後ともより一層のサービス向上に努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げ

ます。 
 

記 

 
１． 改定日 
   2019 年 10 月 1 日（火） 
 
２． 改定内容 
 (1) 仕向外国送金の手数料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※1 金額・通貨・送金対価の区分に関係なくお支払いいただきます。 

※2 支払銀行手数料負担区分が「依頼人負担」の場合にお支払いいただきます。受取銀行より支払銀行手

数料以上の手数料請求がある際には、その実額をお支払いいただく場合がございます。 

※3 円建送金もしくは外貨建送金（外貨預金対価）の場合にお支払いいただきます。 

 

 
 
 
 

外国送金手数料改定のお知らせ 



 (2) その他の送金手数料 
 
 
 
 
 

 

※ 受取銀行より上記手数料以上の手数料請求がある際には、その実額をお支払いただく場合がございます。 

 
 
 (3) 被仕向外国送金の手数料 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
※1 金額・通貨・円転の有無に関係なくお支払いいただきます。 

※2 円建もしくは送金外貨と同一通貨でお受け取りになる場合にお支払いただきます。 

※3 送金額は、他行から請求された手数料がある場合は、手数料を差し引いた後の金額となります。 

 
 

以 上 
 
 
  詳細に関しましては、お取引店舗またはお近くの当行窓口までお問い合わせください。 

【本件に関する照会先】 
 北海道銀行 国際部   南・矢野  TEL 011-233-1093 

       広報 CSR室 小山・西東 TEL 011-233-1005 


